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現役世代の保険料軽減や医療用医薬品と OTC 医薬品の利用における公平性を踏まえ、OTC 類似薬

について、通常の自己負担とは別に保険外負担（特別の料金）を患者に求める新たな仕組みが創設され

ることが決まりました。この新しい仕組みについて、今回は取り上げました。 

現在、特別料金の対象となる医薬品の成分は OTC 医薬品と成分、投与経路が同一で、1 日最大用量が

異ならない医療用医薬品です。具体的には、解熱消炎鎮痛剤のロキソプロフェンや血行促進・皮膚保湿剤

のヘパリン類似物質、制酸・緩下剤の酸化マグネシウムなどが 77 成分、約 1100 目が選定されています。

2027 年 3 月実施ですが、今後さらに詳細な内容が決まることとなります。 

資料：厚生労働省ホームページ現在検討している医療保険制度改革についての考え方

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_00014.html） 
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